
岐阜県建設工事発注標準
（平成１３年７月１日工検第１０７号）

（目 的）
第１ この要領は、県の発注する建設工事の請負契約を締結する場合における一般競争入札及び指名
競争入札並びに随意契約の見積に参加する建設業者の等級格付に必要な事項を定める。

（等級格付）
第２ 建設工事及び建設業者の等級格付は、工事費及び建設業者の総合点数により、次のとおりとす
る。
１ 土木一式工事

等級格付 予 定 価 格 総 合 点 数

Ａ ４,０００万円以上 ９３０点以上

Ｂ １,５００万円以上～４,０００万円未満 ７５０点以上～９２９点以下

Ｃ １,５００万円未満 ７４９点以下

２ 建築一式工事

等級格付 予 定 価 格 総 合 点 数

Ａ ５,０００万円以上 ７９０点以上

Ｂ ２,５００万円以上～５,０００万円未満 ７２０点以上～７８９点以下

Ｃ ２,５００万円未満 ７１９点以下

３ 電気工事

等級格付 予 定 価 格 総 合 点 数

Ａ ２,０００万円以上 ７５０点以上

Ｂ ６００万円以上～２,０００万円未満 ６４０点以上～７４９点以下

Ｃ ６００万円未満 ６３９点以下

４ 管工事

等級格付 予 定 価 格 総 合 点 数

Ａ ２,０００万円以上 ７５０点以上

Ｂ ６００万円以上～２,０００万円未満 ６４０点以上～７４９点以下

Ｃ ６００万円未満 ６３９点以下

５ 前各号に定める建設工事以外の建設工事については、必要に応じ、各部において等級格付を設
けることができる。

６ 等級格付を設けない建設工事については、土木一式工事に準じて扱うこととする。

（客観点数）
第３ 客観点数は、建設業法に基づく経営事項審査の総合評点とする。

（総合点数）
第４ 総合点数は、第３に定める客観点数に岐阜県建設工事入札参加資格審査に係る主観的事項審査
要領に基づく主観点数を加えた点数とする。

附 則
この要領は平成 ７年 ４月 １日から施行する。
附 則

この要領は平成 ９年 ７月２２日から施行する。
附 則

この要領は平成１１年 ４月 １日から施行する。
附 則

この要領は平成１３年 ７月 １日から施行する。
附 則

この要領は平成１４年１１月 １日から施行する。
附 則

この要領は平成１６年 ６月 １日から施行する。
附 則
この要領は平成１８年 ５月 １日から施行する。
附 則

この要領は平成２１年 ７月１５日から施行する。


